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第
47
号
議
案
　
平
成
20
年
度
吉

川
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）�

　
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支

援
機
構
が
所
有
す
る
武
蔵
野
操
車

場
野
球
場
の
購
入
を
吉
川
市
土
地

開
発
公
社
に
委
託
す
る
に
あ
た
り
、

そ
の
土
地
を
開
発
公
社
か
ら
買
い

戻
す
こ
と
に
関
し
、
債
務
負
担
行

為
を
す
る
も
の
で
す
。�

　
当
該
土
地
に
つ
い
て
は
、
武
蔵

野
操
車
場
跡
地
周
辺
地
区
区
画
整

理
事
業
に
お
け
る
業
務
系
用
地
と

し
て
活
用
す
る
も
の
で
、
使
用
収

益
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

購
入
予
定
地
の
一
部
を
暫
定
駅
前

広
場
や
駐
車
場
な
ど
に
利
用
し
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。�

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備

を
す
る
と
と
も
に
、
文
言
の
整
理

を
す
る
も
の
で
す
。�

�

第
42
号
議
案
　
吉
川
市
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例�　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

立
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
す
る

と
と
も
に
、
文
言
の
整
理
を
す
る

も
の
で
す
。�

�

第
43
号
議
案
　
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例�

　「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
に

伴
い
、
所
要
の
整
備
を
す
る
と
と

も
に
、
文
言
の
整
理
を
す
る
も
の

で
す
。�

第
44
号
議
案
　
埼
玉
県
市
町
村

総
合
事
務
組
合
の
規
約
変
更
に

つ
い
て�

�

第
45
号
議
案
　
吉
川
市
土
地
開

発
公
社
の
定
款
変
更
に
つ
い
て�

　「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財

団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益

社
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法

律
」
の
施
行
に
伴
い
、
監
事
の
職

務
の
規
定
に
つ
い
て
変
更
を
行
う

た
め
、
定
款
を
変
更
す
る
も
の
で

す
。�

　
ま
た
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、「
公

有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法

律
」
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の

整
備
を
行
う
も
の
で
す
。�

�

第
46
号
議
案
　
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て�

　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
服
部
孝
氏
が
平
成
２０
年
６
月

９
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る

た
め
、
再
度
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
を
得
る
も
の
で
す
。�

の
程
度
の
事
業
費
が
か
か
る
の
か

は
出
せ
る
。�

�

道
交
法
改
正
に
伴
う
、市
の�

自
転
車
安
全
対
策
は�

（問）
　
自
転
車
、
歩
行
者
の
安
全
確

保
は
、
ル
ー
ル
徹
底
と
カ
ラ
ー
舗

装
等
の
道
路
改
良
が
必
要
で
は
。�

（答）
市
民
生
活
部
長
　
今
後
も
警
察
・

学
校
と
協
力
し
取
り
組
む
。
道
路

改
良
に
つ
い
て
は
、
研
究
し
た
い
。�

（問）
　
２
年
前
に
も
質
問
し
、
知
事

に
も
文
書
で
要
望
し
た
が
、
現
状

は
広
い
ス
ペ
ー
ス
と
建
物
に
４
人

の
職
員
が
常
駐
。
無
駄
で
あ
り
、

使
い
勝
手
も
悪
い
。
近
隣
広
場
や

第
２
公
民
館
な
ど
有
効
に
活
用
で

き
な
い
か
。�

（答）
市
長
　
市
と
し
て
も
地
域
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
使
え
な
い

か
１８
年
６
月
、
県
に
要
望
し
た
が

越
谷
保
健
所
の
分
室
と
し
て
難
病

な
ど
の
医
療
相
談
な
ど
に
活
用
し

た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
会
議
室

な
ど
の
臨
時
的
使
用
に
は
対
応
し

て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。�

（問）
　
公
共
施
設
の
ず
さ
ん
で
無
駄

な
使
い
方
を
容
認
し
な
が
ら
、
都

市
計
画
税
の
導
入
を
求
め
て
も
、

市
民
は
納
得
し
な
い
。
本
気
で
保

健
所
の
活
用
を
考
え
て
ほ
し
い
。�

（答）
市
長
　
保
健
所
の
分
室
を
市
の

保
健
セ
ン
タ
ー
に
移
し
て
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
も
提
案
し
た
が
、

こ
れ
は
三
郷
市
側
が
、
三
郷
か
ら

さ
ら
に
遠
く
な
り
承
知
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
買
収
に
は

相
当
の
金
額
が
必
要
で
あ
り
、
仮

に
借
用
す
る
と
年
間
５
０
０
万
円

程
に
も
な
る
。�

�

さ
く
ら
通
り
の
早
期
延
伸�

実
現
を�

（問）
　
さ
く
ら
通
り
は
ト
ン
ネ
ル
を

含
め
２２
年
度
開
通
の
予
定
。
先
に

も
質
問
し
た
が
、
こ
の
ま
ま
で
は

車
の
動
線
が
変
わ
り
、
関
小
角
か

ら
き
よ
み
野
の
中
を
一
日
１
万
台

以
上
の
車
輌
が
通
過
す
る
こ
と
に

な
る
。
県
道
川
藤
・
野
田
線
ま
で

早
期
に
延
伸
を
実
現
す
べ
き
だ
。�

（答）
都
市
建
設
部
長
　
県
の
話
で
は

２３
年
度
以
降
に
延
伸
を
考
え
る
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は

支
障
が
あ
る
と
吉
川
側
の
事
情
を

訴
え
、
で
き
る
だ
け
早
く
調
査
測

量
に
入
る
よ
う
要
望
し
て
い
る
。�

（問）
　
新
駅
と
跡
地
の
そ
の
後
は
。

（答）
市
長
　
新
駅
は
こ
の
３
月
に
設

計
の
基
本
協
定
、
４
月
業
務
着
手
。

２１
年
度
設
置
費
用
明
ら
か
に
―
工

事
の
施
工
協
定
の
予
定
。�

（答）
都
市
建
設
部
長
　
武
操
跡
地
は

７
月
都
市
計
画
決
定
。
８
月
事
業

認
可
。
１２
月
工
事
着
手
。
２３
年
度

工
事
と
土
地
処
分
見
込
み
の
予
定
。�

（問）
　
０７
年
に
財
政
健
全
化
法
が
成

立
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
国
が
自

治
体
の
財
政
を
さ
ら
に
締
め
付
け

る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
市
長
の
受
け
止
め
方
と
対
応

は
。
吉
川
市
の
借
金
は
一
般
会
計

で
１
１
７
億
円
、
な
ど
総
計
２
２

１
億
７
千
万
円
で
あ
る
。
市
の
財

政
が
厳
し
い
中
で
、
新
駅
建
設
と

武
操
跡
地
周
辺
開
発
を
進
め
て
い

る
が
、
資
金
計
画
は
作
成
し
た
の

か
。
財
源
の
見
通
し
は
本
当
に
大

丈
夫
か
。�

（答）
市
長
　
財
政
健
全
化
法
は
、
財

政
が
悪
化
し
て
い
る
団
体
に
対
し

早
期
に
健
全
化
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
吉
川
市
の
財
政
に
つ
い
て
も

明
確
に
で
き
、
広
く
市
民
に
正
確

で
透
明
性
の
あ
る
情
報
を
提
供
で

き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。�

　
国
の
地
方
交
付
税
や
税
源
移
譲

等
が
ど
う
な
る
か
不
確
定
要
素
が

多
い
た
め
、
資
金
計
画
を
的
確
に

作
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、
公
債
費
の
減
少
や
平
成
２１
年

度
に
は
都
市
計
画
税
の
導
入
も
計

画
し
て
お
り
、
後
期
基
本
計
画
に

沿
っ
て
策
定
を
検
討
し
て
い
く
。

駅
舎
建
設
費
１４
億
円
余
は
割
賦
返

済
な
ど
で
市
の
財
政
に
過
大
な
負

担
に
な
ら
な
い
よ
う
鉄
道
運
輸
機

構
と
交
渉
し
て
い
る
。�

（問）
　
開
発
は
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い

る
が
、
肝
心
の
資
金
計
画
は
決
め

な
い
の
は
問
題
で
あ
る
。
資
金
計

画
を
つ
く
っ
た
上
で
、
鉄
道
運
輸

機
構
と
交
渉
す
る
の
が
当
然
で
は

な
い
の
か
。�

（答）
都
市
建
設
部
長
　
吉
川
市
の
財

政
状
況
を
示
し
な
が
ら
交
渉
し
て

お
り
、
今
後
も
進
め
て
い
き
た
い
。�

�

特
定
健
診
・
保
健
指
導
の�

目
標
と
課
題
は�

（問）
　
４０
〜
７４
歳
の
加
入
者
に
特
定

健
康
診
査
と
生
活
習
慣
病
予
防
に

向
け
た
特
定
保
健
指
導
が
義
務
付

け
ら
れ
た
が
、
実
施
方
法
と
目
標

は
。
７５
歳
以
上
の
方
の
検
診
は
。�

（答）
健
康
福
祉
部
長
　
対
象
者
全
員

に
受
診
を
促
し
て
い
く
。
目
標
を

そ
れ
ぞ
れ
設
定
し
、
保
健
指
導
は

抽
出
し
て
実
施
し
て
い
く
。
７５
歳

以
上
の
希
望
者
に
は
受
け
る
体
制

を
と
っ
て
い
る
。�

議
員
提
出
第
10
号
　
議
会
の
議

員
の
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条

例�
否
決�

�
議
員
提
出
第
11
号
　
子
宮
頚
が

ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
意

見
書�

可
決�

�

議
員
提
出
第
12
号
　
ミ
ニ
マ
ム

ア
ク
セ
ス
米
の
輸
入
停
止
を
求

め
る
意
見
書�

否
決�

�

議
員
提
出
第
13
号
　
公
共
工
事

に
お
け
る
建
設
労
働
者
の
適
正

な
労
働
諸
条
件
の
確
保
及
び
「
公

契
約
法
」
の
制
定
を
求
め
る
意

見
書�

否
決�

�

議
員
提
出
第
14
号
　
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
廃
止
を
求
め
る

意
見
書�

否
決�

�

※
意
見
書
の
提
出
は
、
地
方
自

治
法
第
９９
条
に
定
め
ら
れ
た
地

方
議
会
の
権
限
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
公
益
に

関
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
国
会

ま
た
は
関
係
行
政
庁
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

�

臨
　
時
　
会�

　
平
成
２０
年
第
４
回
臨
時
会
は

６
月
２３
日
に
開
催
さ
れ
、
市
長

提
出
議
案
１
件
が
上
程
さ
れ
ま

し
た
。�

�

第
48
号
議
案
　
吉
川
市
土
地
開

発
公
社
の
定
款
変
更
に
つ
い
て�可

決�

�　
平
成
２０
年
６
月
議
会
に
お
い
て

議
決
さ
れ
た
吉
川
市
土
地
開
発
公

社
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
一
部

誤
り
が
あ
っ
た
た
め
、
訂
正
す
る

も
の
で
す
。�

�

臨
時
会
は
…
…�

　
定
例
会
以
外
に
臨
時
の
必
要
が

あ
る
場
合
に
特
定
の
事
件
に
限
っ

て
開
か
れ
ま
す
。�

　
第
４８
号
議
案
は
、
第
３
回
定
例

会
で
議
決
さ
れ
て
い
る
た
め
、
同

一
の
議
題
に
つ
い
て
は
同
一
会
期

中
に
お
い
て
は
再
び
議
決
し
な
い

と
い
う
「
一
事
不
再
議
の
原
則
」

に
よ
り
、
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、

議
決
さ
れ
ま
し
た
。�

旧
吉
川
保
健
所
の�

有
効
な
活
用
を�

伊
藤
　

正
勝�

今
後
の
市
の�

財
政
見
通
し
に
つ
い
て�

問
う�

遠
藤
　

義
法�

3・3・4号線（さくら通り）�


